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 令和２年３月１０日に新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策

第２弾をとりまとめたところであるが、現下の景気悪化への懸念が高まる

状況を踏まえ、生活に不安を感じておられる方々への当面の追加的な緊急

対応策として、以下の措置を講ずる。 

 

 

（１）個人向け緊急小口資金等の特例の拡大 

 ○ 返済免除特約付き緊急小口資金による貸付について、新型コロナウ

イルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急か

つ一時的な生計維持のための貸付を必要とする個人事業主等の世帯

については、学校休業に関わらず、上限額を 20 万円とし、生活への

不安に対応する。あわせて、当座の生活費に切迫している場合につい

ては、より迅速に貸付を行うなど、きめ細かな支援を実施する。 

   このため、緊急小口資金等に対し、速やかに予備費（104億円）を

措置する。 

 

（２）公共料金の支払の猶予等 

 ○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、電気料金等の公共料金

（上水道・下水道、NHK、電気、ガス及び固定電話・携帯電話の使用

料）の支払が困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配

慮し、支払の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう要請する。 

 

（３）国税・社会保険料の納付の猶予等 

 ○ 国税・社会保険料の納付の猶予制度を積極的に周知広報するととも

に、一時に納付することが困難な事情がある納税者等に対しては、そ

の置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応することとし、猶予

の申請や審査について極力簡素化のうえ、原則として１年間は納付を

猶予するとともに、延滞税・延滞金についても免除・軽減措置を講ず

ることとしたところである。 

   現下の景気悪化への懸念が高まる状況を踏まえ、納税者等からの問

合せや相談を待つだけではなく、確定申告相談等のあらゆる機会を捉

えて積極的に制度を周知・広報するよう、現場に徹底する。 

    

（４）地方税の徴収の猶予等 

 ○ 地方税についても、（３）の国税・社会保険料の納付の猶予等の取

扱を踏まえ、徴収の猶予等、迅速かつ柔軟に適切に対応するよう、地

方公共団体に要請する。 


